※理事会協力金 再確認アンケート集計結果
2022年10月3日(月)
プレシス本厚木コンフォート管理組合
回答件数：40件(69件中)　回答率：58%

■3. 第９期第1回臨時総会第４号議案 理事会役員協力金制度追加承認の件に対して、管理組合活動に貢献する方法として、1.時間 or 2.金銭 以外で貢献出来る手段をフリーフォームで回答願います。
【意見】
・得意分野をあらかじめ記入して頂いて、何か問題のある事案が起こった時、その分野に関わっている人に相談する。
・業務内容を見ても具体的にやっている事が分からないので貢献出来る手段も考えつきにくいです。
仕事が土日は絶対に休めないので、理事会には参加したくても参加出来ません。
やるべき事のマニュアルがあれば理事会に参加できなくても担当出来る理事の仕事はあるのかしら…と思います。
理事会を平日の夜間に開催も可能とあったので、平日20:00以降に開催出来るなら毎回でも参加出来ます。
土日に有給が年間で1日くらいは世の中の誰でも取れると思わないでもらいたい…。
参加率が低い理由がどこにあるのかを掌握されているのか気になります。(「面倒臭いから」と言う理由だけではない)
 ・特にない
 ・順番に理事が回って来る為、管理組合活動の貢献に金銭が発生するのが理解できません。
管理組合活動は奉仕と考えております。理事が報酬を貰えば仕事になります。
・様々な問題への解決策の提案, 何か理事だけでは用意出来ないものを率先して提供する等,
・2年任期の1年ごとに半数入れ替えで、理事の引き継ぎの負担を多少下げる。
(理事役員の期間を長くして、理事会参加する回数・機会を増やす。)
・理事会役員業務の代行ですね（実現まで持っていくのは難しいかもしれない前提ですが）
業務代行の実施には時間がかかるので「時間」にあてはまるかもしれませんが、「時間」を理由にした場合、理事会の予定を合わせられないといった意見が挙がっていたので、「理事会に参加することだけが貢献ではないよ」という意味での提案です。
具体的には理事会に参加している役員に割り当てられた業務を不参加役員に委譲できる権利を持つということでいかがでしょうか。期限までに実施する責任は担当理役員のままとし、不参加役員に依頼したけど協力いただけなかった等があれば、それを実績として提示し理事会協力金を求めるようにするとか。
もう一つは、理事会議事録をボイスレコーダーから起こす作業をやってもらうことです。
理事会参加できなくても何が話し合われたかきちんと確認できるし、議事録にまとめる作業をするならかなり負荷がかかる作業なので参加扱いにしてもいいのではないかと（ルール上それが許されるかはしりませんが）
※でもこれは現在管理会社に委託しているんですよね
・デジタル化技術とか
・特になし
・順番に理事が回って来る為、管理組合活動の貢献に金銭が発生するのが理解できません。
管理組合活動は奉仕と考えております。理事が報酬を貰えば仕事になります。
・対応している内容を明示して、選択できる様にしてはどうでしょうか。
　例 自治会からの配布物を家庭に配る事はできる
・時間、金銭以外だと、何かの優先権などの権利でしょうか。
・全権委託は絶対ない。ほとんどの方がそうしてしまう。時間(労力)か金銭(協力金)どちらかでしょう。
・たとえば、もし理事会の集会にあまりいけなかった人も、議事録を読んだり、他の役員の方に教えてもらうなどして、分担された業務を担当できるなら(業務の分担が定まっている場合ですが)管理組合活動に貢献できているといえるのではないでしょうか。
・自治会理事をあまり出席できないない人にお願いする。※理事会外の時間拘束がありそうなので。
・(理事会)議事運営を専門家にお願いしたらいかがですか？


■4. 第９期第1回臨時総会第４号議案 理事会役員協力金制度追加承認の件に対して、月額5,000円(年額60,000円)の金額は妥当か否か？
(主に通算理事会参加回数が4回以上の方の意見を参考とさせて頂きます。)
a. Yes(妥当である)		：20件
b. No(5,000円以上必要)	：1件
c. No(5,000円以下で十分)	：11件
d. その他				：6件
未回答				：2件
(回答率：58%)
【意見】
・金額に文句は無いが、「相場の最大値」の証拠提示をして欲しい。
・火災保険、長期修繕計画の更新業務や、その他ドロくさい仕事が多数発生しており、
年間60,000円で理事会に参加しなくても良いなら安い。
・海外赴任中に付き理事会には参加できませんでしたが、
協力金で他の方が快くご対応頂けるならば決定した金額でお支払いさせていただきます
・このような意見除外は不賛成です。
・徴収にはあくまで反対です。
・NO金銭なし
・これでも少ないが、これ以上にするとよけいに賛同を得にくくなる。
・参加しない人が、どれくらいの金額なら参加するのか聞いてみても良いかと思います。

■5. 第9期第1回臨時総会第4号議案 理事会役員協力金制度追加承認の件に対して、その他 No.3,No.4以外でのルール関係で提案がありましたら、フリーフォームで回答願います。
【意見】
概ね賛成ですが、前回の総会でも意見させていただきました点について明記します。
・出席の意思があるにもかかわらず、やむおえない理由による欠席（本人のコロナ感染、濃厚接触者に該当した場合等）の場合は、理事会の承認を得て参加率に反映されない欠席を可とする。
・また、上記に書いたような場合意外の理由で会場での理事会参加が難しい時（介護で自宅を離れることが難しい、幼児乳児がいるが大人が家に1人しかいない等）はオンラインでの参加を可能とし、オンラインでの参加も出席として認める。
今現在多様な会議の仕方がある中、対面で話すことだけを出席と認めることは非常に時代ご逆行した考えだと思います。とにかく「参加できない場合は協力金としてお金を払えば良い」という考えの前に、新しい形の参加を認める考えを入れてもよいのではないでしょうか。
よろしくお願いします。
・管理組合活動の奉仕ではなく、理事会に出席されない方々をどう出席して貰えるかを考えるべきではないでしょうか。年間60,000円徴取なんて、あり得ない。マンションの月の管理費の約6分の１ですよ。月5,000円の金額は何がベースになっているのか？私が理事を務めてた7期の頃、理事への報酬の話を亀山さんが言われた記憶がありますが、私はその当時から反対の気持ちは変わりません。
理事の仕事は毎年順番に回ってくるもので、その都度自分に与えられる事をやるだけです。
その中で自分が得意とするスキルを発揮していく。あくまでも奉仕です。
・総会に書面参加があるので、同様に理事会活動も書面のみでの参加 (事前に協議する内容を確定させる手間が発生してしまいますが、、) という方法も提示してみるのもありかもしれません。(理事会参加の意思があっても仕事で参加出来ない場合もありますし。(日本の世の中の会社は有休は絵に描いた餅な、実際は全く取得出来ない会社もありますし.(例え会社側の法律違反だとしても、有休取れないが当たり前な会社だってあると思います.))
https://blacksheep-mansion.com/mansionrijikaikesseki/
こちらの中で、理事会参加率を上げる方法の1つ、そもそもの理事会を話し合いだけでなく楽しい会 (飲み会やらバーベキューやら, コロナ禍では難しいですが) にしてしまう、というのもあります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1702683.html
また、こちらのQ&Aで罰金(違反金)課せられないと考える人の回答もあります。
この中でも書いている方がいますが、理事会や管理組合の規則は法令では無いから強制力が無いですので、なかなか難しいと思われます。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/c_1763/b_932944/
↑こういう事例もあります。理事会参加しないことは法律上は何も問題無いというのが法律の専門家の意見です。
・理事長の責任は重いので、報酬年間60,000円〜120,000円くらいあっても、やりたくない人が多いとは思う。
・土日は仕事につき、理事会等への参加が難しい状況です。土日の有休取得は現実的ではありません。平日も早くとも21時以降でないと参加はできません。金銭的協力にしても月5千円は高すぎだと感じます。相場というなら他の事例を複数示していただきたい。また、相場の最大にする理由も教えていただきたいと思います。
・第４号議案に関して「管理組合運営に関心がなくなる方向のルール変更にしない」というスタンスに賛成です。
私は「妥当である」を選択しましたが、この件は金額が妥当なのかそうでないのかを議論の主軸にすべきではないと思います。
金額が高いといっている人は、「自分が払わないといけなくなる前提」すなわち「理事会運営に協力するつもりはない」という意図が少なからず入っていると思われます。
また、日程が合わないから理事会に参加できないからという理由は、下記を当期の役員で臨機応変に対応すれば解決できない話ではないのでは。
１．期初に年度計画を立てて各役員に主管で対応いただく議題を割りあてる
２．各理事会はあらかじめ年度計画に合わせた議題を決めておき、都合がつかない役員が関連する議題は避ける
　　（割り当てた議題の主管の役員が理事会実施日の調整をする）
３．理事会を土日のどちらかだけでなく平日の夜の設定も可能とする
４．議題に関係する役員をMUST参加とし、MUSTでない参加者は欠席でも協力金制度のカウントからは除外する
これらを決めておけば、「理事会に参加しなければ一律協力金を徴収する」といった強引な方法ではなくなるし、主管役員に日程を調整させるのだから参加の責任も持っていただくことができるのでは。
※実際この流れに持っていくには理事長がすごく頑張らないとできないかもしれないですが
「参加する意思はあるが事情があって参加できない」といっている人の意見はできる範囲で考慮すべきだと思いますが、「面倒だから参加したくない」という人の意見はスルーでよいと思います。
1) 理事会、管理組合制度や運営方法をもう一度説明資料を配った方がいいと思います。理解できてない人も少なくないと思いますから。
2) 重要な資料以外はデジタル化した方がいいではないかと思います。環境にやさしい、コスト削減にもつながります。
3) 制度や運営方法を説明した後、これから正当な理由がなく不参加の場合は協力金負担するのは賛成します。
4) Face to Faceよりはオンライン会議をした方がいいではないかと思います。　物理近くにいない時も参加可能です。週末出かける人も多いですから。
・特になし
・以前理事会に1度、総会に1度出席しましたが、集計結果が0回となっていて残念です。
・伏見さんに他のマンションではどのような方法を取っているか参考に知りたいです。
・協力金を要請(回収)実行に移す前理事会で承認をする点加えてはどうでしょうか？
・協力金を高くして、立候補制にするとか。
・単身者の長期出向者など、どうしても、理事活動できない方も対象とすること(例外は無い)記載が必要かと。
但し、その理由説明が必要と思う。
・質問なのですが、今回頂いた資料の「管理規約変更(案)について」の中では、協力金の金額については記載がなく、「詳細なルールは総会決議で、ある程度自由度をもたせておく」とありますが、以前頂いた第9期第1回臨時総会の資料、2ページに、承認事項として、詳しく、金額のことなどが書かれていました。詳細なルールというのは、この承認事項に書かされているものがベースになるのでしょうか？
だとしたら、「理事会役員輪番制該当者で、辞退若しくは所定の参加率に至らない場合については、その理由に関わらず、管理組合に所定の理事会役員協力金を納めなければらないこと。」の部分の、『その理由に関わらず』の所が気になります。
病気や介護などで、本当に参加するのが難しい方だったとしても、協力金を支払わせるのが心苦しいと思ってしまいます。そのような状況の方は、他でお金がかかっているので、承認事項にあるように、年間6万円を支払うというのは厳しいと思うので、免除か減額か、何か配慮があるといいなと思いました。もしそのような方が、今はいなくても、いつかそういった状態に誰かしらなるかもと思うと『その理由に関わらず』という所が、後々首をしめそうで心配になります。
もし、そういった事も視野に入れて、今回の管理規約変更(案)に、詳細なルールを記載せず、「自由度を持たせておく」ということにしたのであれば、余計な心配をして申し訳ないです。
・ランキングした意図が不明
・第1議案の承認事項を1つ1つ議案として出して下さい。文字が小さすぎる。又、アンケートの内容がわかりにくい。
・・協力金の額が相場の「最大値」では高すぎるのではないか。通常、相場の平均、もしくは、それ以下での設定額だと思いますが、何故「最大値」なのでしょうか。
・上記の「No.4」の部分ですが、居住者の入れかえもあるんで、こういう条件でアンケートの回答を求めるのは、どうかなと思います。幅広く意見を求めた方がよいのではないでしょうか。
・開催日時に関して、最終知らせをメールで送ってほしい。
